
八郎潟町教育委員会会議録 

令和６年第５回定例会 

 

１．日  時  令和６年５月１７日（金） 午後１時３０分開会から午後２時００分閉会 

 

２．場  所  八郎潟町役場３階第１委員会室 

 

３．出席委員  委員 小玉美穂子  委員 伊藤雅弘  委員 佐藤直俊 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．委員以外の出席者 

      課  長 齊藤嘉生  主席課長補佐 渡部祐一郎 

      課長補佐 鎌田憲明  課長補佐 伊藤良子  係  長 伊藤洋平 

      係  長 小林玄知  専 門 員 小栁鉄秀  ※欠席：教育長 伊藤 暢 

 

６．議  題 

  議案第１５号 八郎潟町学校運営協議会委員の任命について 

  報告事項 １ 一般会計補正予算（第１号）について 

  報告事項 ２ 男鹿潟上南秋中学校春季体育大会の結果について 

 

◎開 会 

 午後１時３０分、齊藤課長より開会が宣言され、小玉教育長職務代理者が挨拶をした。 

 

◎前回会議録の承認 

小玉教育長職務代理者より前回会議録について、委員に意見が求められた。 

 

 委員加筆修正等の意見なしにより承認 

 

◎会議録署名員の指名 

 小玉教育長職務代理者が、会議録署名員に佐藤委員を指名した。 

 

◎教育長行事報告 

 小玉教育長職務代理者が４月１８日から５月１７日までの行事報告をしたあと、委員に

質問等が求められた。 



 小玉教育長職務代理者より「志田千陽後援会の総会について、会員は何名か」との質問が

あり、小林係長が「約２００名で、総会には約２０名が参加した」と答弁をした。 

 

 佐藤委員より「町として、後援会には協賛という形で協力しているのか」との質問があり、

小林係長が「町スポーツ協会の下に後援会があるので、スポーツ協会の事務局として協力し

ている」と答弁した。また、齊藤課長が補足で「町としても関与しやすいよう、後援会の窓

口を町スポーツ協会としている。会長は町長、副会長が教育長となっている」と答弁をした。 

 

 小玉教育長職務代理者より「志田千陽選手のオリンピック出場は、内定されたのか」との

質問があり、齊藤課長が「５月２１日に内定される」と答弁をした。 

 

 小玉教育長職務代理者より「新聞報道の田んぼアートの記事にパリという文言があった

が、パリという文字は使用に制限があったか」との質問に対し、齊藤課長が「パリに使用制

限はないが、オリンピックという文字やマークの使用には制限があり、使用は難しくなって

いる」と答弁をした。 

  

 その他委員からの質問等なし 

 

◎議案第１５号 令和６年度八郎潟町学校運営協議会委員の任命について 

 小玉教育長職務代理者が議案第１５号について、事務局に説明を求めた。 

 

 渡部主席課長補佐より説明 

 

 委員から質問等なし 

 全員一致で原案どおり可決 

 

◎報告事項１ 一般会計補正予算要求（第１号）について 

 小玉教育長職務代理者が報告事項１について、事務局に説明を求めた。 

 

 齊藤課長より説明 

 

 その他委員から質問等なし 

 

 齊藤課長より「オリンピック出場選手応援看板について、当初で１カ所分予算措置されて

いた分は役場前の芝生に設置予定であったが、駅前に設置予定となっている。役場前は、後

援会で庁舎１階の窓にシールタイプを貼りＰＲする」と追加説明があった。 



 小玉教育長職務代理者より「バルーンスティックを５００組準備するということだが、試

合を観戦しながら使用するのか」との質問があり、齊藤課長が「パブリックビューイングの

際に配布する」と答弁をした。 

 

 小玉教育長職務代理者より「試合は夜中か」との質問があり、齊藤課長が「深夜０時から

２時の可能性が高い」と答弁をした。 

 

 伊藤委員より「出場激励金１０万円は、基準があるのか」との質問があり、齊藤課長が「八

郎潟町体育関係激励交付金に関する要綱があり、それに基づき交付する」と答弁をした。 

 

 佐藤委員より「テレビ放映権について金額が確定していないが、目安はあるのか」との質

問があり、齊藤課長が「１試合１０万円が見込まれる。確定されていないので、今回の補正

予算では要求していない」と答弁をした。 

 

 小玉教育長職務代理者より「後援会で集めたお金も何かに使うのか」との質問があり、齊

藤課長が「後援会は別で動く」と答弁をした。また、小林係長が補足で、「先ほど齊藤課長

の説明にあった庁舎１階の窓に貼るシールは、後援会の予算からとなる。また、激励金も３

０万円支給するとのことである。激励金は、スポーツ協会とバドミントン協会からもそれぞ

れ５万円が支給される」と答弁をした。 

 

 その他委員から質問等なし 

 

◎報告事項２ 男鹿潟上南秋中学校春季体育大会の結果について 

 小玉教育長職務代理者が報告事項２について、事務局に説明を求めた。 

 

 渡部主席課長補佐より説明 

 

 佐藤委員より「男子ソフトテニス部は、人数の関係で今後地域移行や合同チームを考えな

いのか」との質問に対し、齊藤課長が「その話はまだないが、考えられることである。大会

規定も調べる必要がある」と答弁をした。 

 

 その他委員から質問等なし 

 

◎その他 

 小玉教育長職務代理者が、次回の教育委員会日程について事務局に説明を求めた。 

 



 渡部主席課長補佐より説明 

 

小玉教育長職務代理者が、今後の委員会の動き等について説明後、委員に質問等が求めら

れた。 

 

 佐藤委員より「生徒のスマートフォンの使用について、３年生の修学旅行では持参不可で、

２年生の校外学習では持参が許可されたとの話がある。学校の授業や行事にスマートフォ

ンの持参を許可するというのは普通ありえないと思うが、学校側が許可した理由を、後日、

教育長から説明してほしい」との意見があり、小玉教育長職務代理者が事務局に確認するよ

う依頼した。 

 

 鎌田課長補佐より、本町図書館に対し昭和３０年代から４０年代の県内各地の映像が収

められているＤＶＤ４枚の寄贈があり、テレビでも放映されたと報告があった。 

 

 その他委員から質問等なし 


